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議案第８２号

筑西市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正について

標記について次のとおり提出する。

令和５年１１月２９日

筑西市長 須 藤 茂

筑西市条例第 号

筑西市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例

筑西市職員の特殊勤務手当に関する条例（平成１７年条例第４１号）の一部を次のように改正す

る。

第１０条第１項ただし書を削り、同条第２項及び第３項を削る。

別表中

「 「

手当の額 支給額

月額 ２，０００円 日額 １００円

月額 ３，０００円 日額 １５０円

月額 ３，０００円 日額 １５０円

月額 ２，５００円 を 日額 １５０円 に改める。
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」 」

附 則

この条例は、令和６年４月１日から施行する。

月額 ２，０００円 日額 １００円

１日につき １，０００円 日額 １，０００円

１件につき ３，０００円 １件 ３，０００円

１日につき ４００円 日額 ４００円


